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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食用物質（４）を収容し、当該食用物質（４）から圧力下の液体により飲料を抽出する
カートリッジ（１）であって、
　カップ部（２）と蓋部（３）からなる本体からなり、前記カップ部（２）はベース（７
）、側壁（８）及び前記ベース（７）と反対側のリム（９）からなり、前記蓋部（３）は
前記カートリッジ（１）の内部空間を形成するように前記カップ部（２）のリム（９）に
固定して取り受けられ、前記カートリッジ（１）の内部空間は前記食用物質（４）を収容
し、
　前記蓋部（３）は、圧力下の液体の第１通路を形成する蓋ポート（１３）を有し、前記
カップ部のベース（７）は、抽出された飲料の第２通路を形成するカップポート（６）を
有するカートリッジにおいて、
　前記カップポート（６）は、前記ベースから前記内部空間に対して外方に突出し、
　前記カップポート（６）は、バルブ手段（２２）を有し、該バルブ手段は、前記カップ
ポート内に装着され、飲料抽出段階で抽出された飲料の圧力の下で弾性的に解放可能であ
り、
　前記カップポート（６）の外部開口端を部分的に閉塞する安全キャップ（２３）が前記
カップポートに好ましくはその外面に固定されていることを特徴とするカートリッジ。
【請求項２】
　前記バルブ手段は、スナップ嵌合手段（２８，２９）により前記カップポート（６）の



(2) JP 4990284 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

内面に装着され、
　前記カップベースの反対側にある前記カップポートの開口端の径は、前記バルブ手段を
前記カップポートに挿入できるような大きさになっていることを特徴とする請求項１に記
載のカートリッジ。
【請求項３】
　前記バルブ手段は、流体物質の圧力が作用しないときに通常閉塞され、前記カートリッ
ジが飲料抽出装置に設置されていないときに外部環境から前記カートリッジの内部空間を
絶縁するようになっていることを特徴とする請求項１又は２に記載のカートリッジ。
【請求項４】
　前記バルブ手段は、飲料抽出段階の終了により前記流体物質の圧力が低下するや否や弾
性的に閉塞可能であり、前記内部空間内の流体残留物を保持するようになっていることを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項５】
　前記バルブ手段は、ゴム、エラストマー、可撓性プラスチックからなる群から選択され
る材料の隔壁（２４）からなり、前記隔壁は貫通オリフィスを有し、前記貫通オリフィス
は、通常閉塞され、前記カートリッジの内部空間を外部環境から絶縁し、飲料抽出が終了
したときに内部空間内の流体残留物を保持することを特徴とする請求項１から４のいずれ
か記載のカートリッジ。
【請求項６】
　前記隔壁は、スチレン－エチレン－ブチレン－スチレンＳＥＢＳゴムで形成されている
ことを特徴とする請求項５に記載のカートリッジ。
【請求項７】
　前記隔壁は、前記カップポートの内面と液密嵌合するような大きさになっていることを
特徴とする請求項５に記載のカートリッジ。
【請求項８】
　前記隔壁は、その側面に環状リブを有し、前記カップポートの内面との液密係合を提供
するようになっていることを特徴とする請求項７に記載のカートリッジ。
【請求項９】
　前記隔壁は、スナップ嵌合手段（２８，２９）を有する環状サポート（２５）に積層さ
れていることを特徴とする請求項５に記載のカートリッジ。
【請求項１０】
　前記スナップ嵌合手段は、環状突起（２８）からなり、該環状突起は、前記バルブ手段
を包囲し、前記カップポートの内面の対応する環状凹部（２９）と係合していることを特
徴とする請求項２又は９のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項１１】
　前記キャップは、ベースと側壁からなり、前記キャップのキャップベースは前記カップ
ポートの開口端を部分的に閉塞し、前記キャップ側壁は前記カップポートの外面と固定し
て係合する手段（３３）を有することを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　前記キャップの側壁は前記カップポートの外面に固定されていることを特徴とする請求
項１に記載のカートリッジ。
【請求項１３】
　前記キャップを前記カップポートの外面と固定して係合する手段は、前記カップポート
の外面を包囲する対応する環状リブ（３４）と係合する少なくとも１つの環状リブ（３３
）からなることを特徴とする請求項１２に記載のカートリッジ。
【請求項１４】
　前記キャップのベースは、内側円筒壁（３５）を有し、該内側円筒壁は、前記カップの
ベース（３０）から突出し、前記キャップ側壁（３１）と同軸であり、前記内側円筒壁は
、ベースの第１領域（３６）と第２環状領域（３７）と規定し、前記第２環状領域は、抽
出された飲料の通過を許容する少なくとも１つの底開口（３８）を有することを特徴とす
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る請求項１１から１３のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項１５】
　前記内側円筒壁は、前記隔壁のサポートに当接するような大きさであり、前記内側円筒
壁により包囲された容積の内側から外側へ抽出された飲料が通過するのを許容する少なく
とも１つの開口（３９）を有することを特徴とする請求項９又は１４に記載のカートリッ
ジ。
【請求項１６】
　前記安全キャップの少なくとも１つの底開口は、前記第２環状領域にあるベースから延
びる反対側の垂直壁により部分的に包囲されていることを特徴とする請求項１４又は１５
に記載のカートリッジ。
【請求項１７】
　前記ベースは、複数の突起（２０）を有し、該突起は直接そこに形成され、前記カート
リッジの内部空間に向かって突出し、抽出された飲料を前記カップポートに輸送する複数
の同芯の半径方向溝を形成することを特徴とする請求項１から１６のいずれかに記載のカ
ートリッジ。
【請求項１８】
　前記カップポートはほぼ円筒形状を有することを特徴とする請求項１から１７のいずれ
かに記載のカートリッジ。
【請求項１９】
　前記本体は、ほぼ円筒形状を有することを特徴とする請求項１から１８のいずれかに記
載のカートリッジ。
【請求項２０】
　熱可塑性樹脂、アルミニウム、ゴム、ポリラミネートプラスチック、熱硬化性組成物、
及びこれらの組合せから選ばれる任意の材料からなることを特徴とする請求項１から１９
のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項２１】
　前記特定の物質は、挽いたコーヒー、炒って挽いたコーヒー、インスタントコーヒー、
茶、粉末チョコレート、粉末ミルク、インスタントの汁（brew）やスープからなる群から
選ばれることを特徴とする請求項１から２０のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項２２】
　飲料抽出装置に装着される抽出アセンブリにおいて、
　飲料抽出装置の水出口に接続可能なサポート（４２）と、
　前記サポートに固定可能で、前記請求項１から２１のいずれかに記載のカートリッジを
保持するカートリッジホルダ（４３）とを有することを特徴とする抽出アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は飲料抽出物質を収容する一体型カートリッジに関する。ここで物質は挽いたコ
ーヒー、インスタントコーヒー、茶、粉末チョコレート又はミルクなどのような粉末、葉
状、又は一般に食用の物質であってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　特定の物質から飲料を抽出する装置は、該装置に設置されたフィルタ容器に特定の物質
を入れる必要があることが知られている。特に、自動又は半自動エスプレッソコーヒー製
造装置は、フィルタホルダとも呼ばれるフィルタ容器を有し、そのフィルタ容器の中にコ
ーヒー飲料の抽出を行う前に一回分の挽いたコーヒーを入れる。
【０００３】
　エスプレッソコーヒー製造装置でコーヒー飲料を抽出する一般的な工程は、食用物質か
ら開始する飲料を準備する他の自動装置とほぼ類似するが、濾過容器を含む抽出容器に適
切な圧力の下で熱水を供給する段階、抽出段階、抽出飲料を外部コップ、ジャグ又はグラ
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スに輸送して飲めるようにする段階からなる。
【０００４】
　飲料を準備するための挽いたコーヒーや食用物質は、通常使い捨てであり、挽いたコー
ヒーが浸されると、抽出飲料の味、香り及び濃さが全く失われる。したがって、エスプレ
ッソコーヒー製造装置や他の抽出装置では、引用物質は１回の抽出で取り除かなければな
らない。これが、使用済みの挽いたコーヒーから容器を空にして新たな１回分の挽いたコ
ーヒーで満たすことができるようにするために、１回分の挽いたコーヒーを収容するフィ
ルタ容器がエスプレッソコーヒー製造装置から通常手動で取り外し可能である理由である
。
【０００５】
　フィルタ容器の充填と排出の操作を容易にするために、挽いたコーヒーの予め包装され
た１回限りのタブレット（tablet）が提供されている。このタブレットは、フィルタ紙袋
（paper bag）又は通気性袋（sachet）に収容された１回分の挽いたコーヒーからなり、
エスプレッソコーヒー製造装置のフィルタホルダに直接設置される。これらのタブレット
は所謂イージーサービングエスプレッソ（ＥＳＥ）標準に適合している。このやり方は便
利であるが、いくつかの欠点がある。特に、タブレットは気密でないことから、保管中に
タブレットが外部環境から汚染されないようにするために、第２の気密包装を設けなけれ
ばならない。
【０００６】
　また、タブレットをフィルタホルダに設置するときにユーザの手がタブレットに接触す
るので、衛生要求が完全に保証されない。
【０００７】
　過去、挽いたコーヒーを収容する使い捨てカプセルが提供されている。このようなカプ
セルは、一般に円錐台形状を有するが、プラスチック又はアルミニウムで形成され、タブ
レットで使用されたフィルタ紙よりも良い外部環境に対する気密障壁を与える。
【０００８】
　公知のカプセルは、ＣＨ－Ａ－６０５２９３に開示されているカプセルのように、
カプセルの内側に圧力で水を注入するためにエスプレッソコーヒー製造装置の注入ニード
ル/ノズルにより突き通し可能な上面と、濾過流体の圧力で裂ける弱め領域を有する底面
とを有する。内部フィルタは、固形物質がコーヒー飲料とともにカプセルから排出される
のを防止するために、カプセルの内側に設けられている。
【０００９】
　他の公知のカプセルは、１回分の挽いたコーヒーに熱水を分配するために上面と底面に
複数の開口を有するポリプロピレンで形成された円筒形本体と、抽出段階で底面の開口の
外側に挽いたコーヒーの通過を阻止する１枚の紙フィルタとからなる。これらのカプセル
は、通常、多層プラスチック通気性袋のようなさらなる包装に収容しなければならない。
【００１０】
　飲料を準備するために、公知のカプセルやカートリッジを抽出チャンバを構成する容器
に設置する。抽出段階で、抽出流体は外部カップに流出する前に抽出チャンバの内面と接
触する。このような接触は、抽出チャンバやフィルタホルダを汚染し、多数回のコーヒー
抽出動作の後の飲料の品質が大きく減少し、抽出チャンバ内に残留物や汚染物質が残る。
【００１１】
　したがって、抽出チャンバとフィルタホルダからなる抽出アセンブリは、ある回数のコ
ーヒー抽出動作の後、正確に洗浄しなければならない。また、脱石灰化を規則的に行わな
ければならない。
【００１２】
　このような洗浄動作を規則的に実行するときでさえ、装置の抽出チャンバの内側の流体
の乱れ、又は水の注入中におけるカプセルの開口した上面での不十分な液密により、抽出
された飲料又は注入された水がカプセル自身の外面の一部を包み、これにより抽出衛生要
求を危うくしている。



(5) JP 4990284 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

【００１３】
　公知のカプセルの他の重要な欠点は、透過液体残留物をカプセルの内側に保持しないこ
と、抽出が終了し、及び/又はカプセルを装置から取り外したときに、カプセルと上面及
び/又は底面の穴又は開口が流体残留物を流出させ、これによりカプセルがコーヒー製造
装置の周囲に滴下し汚すことである。
【００１４】
　さらに、公知のカプセルから得られる飲料は通常、従来の手段例えばバーやパブで使用
されるエスプレッソコーヒー製造装置を使用して得られる飲料ではなく、ユーザにより容
易に認識可能であり、飲料の品質を規定する味、香り、濃さのような官能的特徴が異なり
、飲む間に標準品質からの僅かな逸脱でさえ容易に気付く。一例ではあるが、飲料がエス
プレッソコーヒーである場合、抽出飲料の上部のクリーム層は、通常イタリア用語の「ク
レマ（crema）」と認識されているが、ユーザにより直ちに感じられる。クレマがない、
容量が少ない、寿命が短いか色が薄い、泡が大きすぎる場合、エスプレッソコーヒーは視
覚的でも良くないし、最適エスプレッソ以下であると認識され、品質が期待以下である。
【特許文献１】ＣＨ－Ａ－６０５２９３
【発明の開示】
【００１５】
　本発明の狙いは、特に飲料抽出装置がエスプレッソコーヒー製造装置であるときに、改
良された官能的品質を有する高品質の飲料を清掃するカートリッジを提供することで、
従来のカートリッジとカプセルの欠点を克服することである。
【００１６】
　この狙いの範囲内で、本発明の目的は、簡単かつ迅速に製造することができ、飲料抽出
段階で安全に動作するカートリッジ構造を提供することである。
【００１７】
　さらなる特定の目的は、特定の物質から飲料を製造する装置の部品の汚染を減少し又は
排除すること、及び汚染の無い構造を有する利点を有し、異なる種類の食用物質からの飲
料の連続抽出が可能な汎用飲料抽出システムを提供することである。
【００１８】
　本発明の他の目的は、カートリッジが飲料抽出装置内に挿入される前に、カートリッジ
内の特定の物質の高レベルの保存を保証し、外部環境からの微粒子の汚染を減少すること
である。
【００１９】
　さらに他の目的は、カートリッジの使用を単純化し、カートリッジを飲料抽出装置に挿
入するのに準備するために実行する動作の数を減少することである。
【００２０】
　特に本発明の目的は、従来の技術を使用して容易に短時間で製造することができ、低コ
ストのカートリッジを提供することである。
【００２１】
　この狙い、これらの目的及び以下で明らかとなるその他の目的は、
　食用物質を収容し、当該食用物質から圧力下の液体により飲料を抽出するカートリッジ
であって、
　カップ部と蓋部からなる本体からなり、前記カップ部はベース、側壁及び前記ベースと
反対側のリムからなり、前記蓋部は前記カートリッジの内部空間を形成するように前記カ
ップ部のリムに固定して取り受けられ、前記カートリッジの内部空間は前記食用物質を収
容し、
　前記蓋部は、圧力下の液体の第１通路を形成する蓋ポートを有し、前記カップ部のベー
スは、抽出された飲料の第２通路を形成するカップポートを有するカートリッジにおいて
、
　前記カップポートは、前記ベースから前記内部空間に対して外方に突出し、
　前記カップポートは、バルブ手段を有し、該バルブ手段は、前記カップポートの内面に
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固定して装着され、飲料抽出段階で抽出された飲料の圧力の下で弾性的に解放可能であり
、
　前記カップポートの外部開口端を部分的に閉塞する安全キャップが前記カップポートに
好ましくはその外面に固定されているカートリッジによって達成される。
【００２２】
　前記狙い及び目的は、
　食用物質を収容し、当該食用物質から圧力下の液体により飲料を抽出するカートリッジ
であって、
　カップ部と蓋部からなる本体からなり、前記カップ部はベース、側壁及び前記ベースと
反対側のリムからなり、前記蓋部は前記カートリッジの内部空間を形成するように前記カ
ップ部のリムに固定して取り受けられ、前記カートリッジの内部空間は前記食用物質を収
容し、
　前記蓋部は、圧力下の液体の第１通路を形成する蓋ポートを有し、前記カップ部のベー
スは、抽出された飲料の第２通路を形成するカップポートを有するカートリッジにおいて
、
　前記カップポートは、前記ベースから前記内部空間に対して外方に突出し、
　前記カップポートは、バルブ手段を有し、該バルブ手段は、好ましくはスナップ嵌合手
段により前記カップポートの内面に装着され、飲料抽出段階で抽出された飲料の圧力の下
で弾性的に解放可能であり、
前記カップベースの反対側にある前記カップポートの開口端の径は、前記バルブ手段を前
記カップポートに挿入できるような大きさになっていることを特徴とするカートリッジに
より達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の好ましいが限定的でない実施形態の説明、非
限定的実施形態を例示的に示す添付図面より明らかとなる。
【００２４】
　図を参照すると、本発明の好ましい実施形態によるカートリッジ１が示されている。カ
ートリッジはほぼ円筒形形状を有し、カップ部２と、該カップに固定された蓋部３からな
り、カートリッジ１の内部空間を規定している。カートリッジの内部容量は、１回分の食
用物質４好ましくは挽いたコーヒーを収容し、該物質４は２つの濾過手段５ａと５ｂの間
に挟まれている。濾過手段５ａと５ｂは、シート状の紙フィルタ又は組織フィルタであっ
てもよい。図では、１回分の食用物質４は円筒形に概略的に示されているが、食用物質が
内部に均一に分布し、カートリッジの内部空間を完全に満たしていることを理解すること
は簡単である。
【００２５】
　カップ部２は、ベース７と、該ベース７から延びるほぼ円筒形の側壁８と、ベース７と
反対側に位置し、カップ部２の開口端を形成するリム９とからなっている。側壁８は、あ
ベース７からリム９に向かって僅かにテーパが付けられ、好ましくは側壁の母面とカート
リッジの軸との間の傾斜は約１－２°である。
【００２６】
　蓋部３は、カップ部の開口端２の開口端内に嵌合するように形成され、カップ部２の対
応するリム９と係合するリム１０と、該リム１０に対して凹んでいる蓋ベース１１とから
なっている。蓋ベース１１は、その下面に、上部濾過手段５ｂに対する支持を与えるため
の複数の半径リブ１２と、入れる水を半径方向に分布させるための上部濾過手段５ｂと蓋
ベース１１の間の中空空間とを有する。
【００２７】
　蓋ベース１１の中央領域から、蓋ポート１３がカートリッジの内部空間に対して外方に
突出し、カートリッジの注入された流体の通過を許容する注口を形成している。蓋ポート
１３は、ほぼ円筒形状を有し、好ましくはその上端で閉じられ、そこには、抽出段階で図
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示しないエスプレッソコーヒー製造装置のニードルのような針手段により蓋ポートの閉塞
上端の破壊を促進するために、弱め線１４が設けられている。
【００２８】
　本発明の代案の実施形態では、蓋ポート１３は、プラスチックフィルム又はゴムプラグ
でシールされる開口上端を有している。蓋ポートは、空気不浸透性及び水溶解性があり、
流入水の温度で溶解する食用固形物質（例えば、多糖類、タンパク質、脂質）でシールさ
れてもよい。
【００２９】
　カートリッジ全体は、オプションとして、使用前に、手で開封できるサチェット（sach
et）又は包装に保存しておいてもよい。サチェット又は包装は、（調整気層包装（Modifi
ed Atmosphere Packaging）すなわちＭＡＰ技術のような）真空包装又は不活性ガスを圧
力充填したポリラミネート（polylaminate）で形成してもよい。
【００３０】
　さらに他の実施形態によると、蓋ポートは蓋ベースから突出していなくてもよい。しか
しながら、突出する蓋ポートは、図５に示すように、蓋ポートの外面を固く包囲し、水が
カートリッジに注入されるチャンバ又はチューブの内表面に半径方向に当接するＯリング
と組み合わせれば、液密シールを提供することができるので、好ましいものである。この
配置により、外表面を包むことなく水がカートリッジのみに注入されるので、抽出された
飲料の汚染の可能性が排除される。
【００３１】
　蓋ベース１２とリム１０の間の軸方向距離は、蓋ポート１３の高さにほぼ等しい。しか
しながら、これは好ましい配置であり、蓋ベースとリム１０の間の距離は環境により異な
る。さらに、図示しない本発明の代案の実施形態では、蓋部３は概して平坦であるか、凸
状であってもよい。
【００３２】
　蓋ベース７は、カップ部２の底縁に対して凹んでおり、中央領域にカップポート６を有
している。カップポート６は、カートリッジの内部空間から外方に突出し、抽出チャンバ
又はフィルタホルダのような抽出装置の如何なる部品も汚染することなく、抽出された飲
料を直接外部カップ又はグラスに供給する注口を形成している。図２に示すように、カッ
プポート６は、ほぼ円筒形状を有し、カートリッジの内部空間へのアクセス開口を提供し
、これにより抽出された飲料を通過させることができる。
【００３３】
　カップベース７の内面は、複数の同心円弧形状の突起２０を有し、該突起部２０は、下
部濾過手段５ａを支持し、抽出された飲料をカップ部６に向かって運ぶための複数の同心
溝及び径溝により形成される細かい運河を規定している。
【００３４】
　中央突起２１は、カップポート６の底の周囲に位置し、当該底によって設けられた開口
を横切るように形成されている。これらの突起２１は、下部濾過手段５ａを支持するとと
もに、抽出された飲料の通過を許容するが、カップポート６の底の全開口の大きさを減少
するブリッジを形成している。
【００３５】
　カップ部２は、側壁８と一致するとともにカートリッジの内部空間に対して外方に突出
するフランジ１５を有するように形成されている。このフランジは、好ましくは、取扱い
と自動製造工程を容易にし助成する突出形状を備える。さらに、カートリッジはテーブル
面に傾斜又は転がることなく水平位置に設置することができ、より容易に包装し積み重ね
ることができ、「ストリップ」包装、すなわち２枚のポリラミネートフィルムの間に固定
封止することができる。
【００３６】
　以下に説明するように、フランジ１５は、カップポートへの安易で不用意なアクセスを
防止する。
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【００３７】
　好ましい実施形態では、蓋部とカップ部は、超音波剪断接合、又は従来の超音波接合技
術を使用してリム９，１０で互いに接合される。蓋部３をカップ部２に固定するのに他の
公知の接合技術、例えば熱溶着、接着等を使用することができることは、当業者に直ちに
分かることである。本発明によるカートリッジは、単一の成形品として製造してもよい。
【００３８】
　接合を容易にするために、リム１０の下側にリング１６を有する。リング１６は、リム
１０と同軸で、リム１０の下側から突出し、リム９の上部に設けられた対応する環状凹部
１７に挿入することができる（図４）。リング１６は、有利には、Ｔ形断面を有し、これ
により、超音波接合中に、「Ｔ」のステムの先端と２つの横部が最初に溶融し、環状凹部
１７内の中空空間を充填する。
【００３９】
　蓋ベース１２の凹部は、カートリッジ内に収容された食用物質から接合領域を離すこと
ができ、これにより移動物質粒子とプラスチック接合部との間の緊密シール特性を傷つけ
るような干渉を最小にすることができることに注意すべきである。
【００４０】
　食用物質の粒子がカートリッジの接合領域１６，１７に向かって移動するのを防止する
ために、環状突起１８が蓋部の回りに設けることが有利である。環状突起１８は、蓋部３
がカップ部２の開口端に挿入されたときに、カップ部２の側壁８の内側と半径方向に当接
する。同一の理由で、蓋部３の外面に半径方向に当接するように、第２環状突起１９が、
側壁８の内面の上部に設けられることが好ましい。
【００４１】
　図１に戻ると、本発明によるカートリッジは、カップポート６内にバルブ手段２２を有
する。バルブ手段２２はキャップ２３で閉塞されることが有利である。
【００４２】
　さらに詳しくは、バルブ手段２２は、前述したようにほぼ円筒形であるカップポートの
内面と係合している。
【００４３】
　バルブ手段は、ほぼ剛体の環状サポート２５上に載置された弾性パッド又は隔壁２４を
有する。
【００４４】
　隔壁２４は、狭い貫通スリット又はオリフィス２６が形成され、上面をパッドの底面に
接続したゴム状、エラストマー又はプラスチックパッド又はディスクのいずれかであって
もよい。隔壁に軸方向圧力が作用しなければ、オリフィスは軸方向シールを提供するが、
食用物質４から抽出される飲料の圧力のような圧力が作用すると、図５に示すように、隔
壁の一部が曲がり、スリットが僅かに広がり、飲料の通過が可能となる。このために、環
状サポート２５の内径は、飲料の抽出中に隔壁の中央領域の下方への曲がりを許容するの
に十分広くなっている。
【００４５】
　オリフィス２６は好ましくは細い針で隔壁を突き通すことにより得られるの。その鋭さ
は時間の経過とともに劣化するかもしれないが、常に完全な貫通オリフィスを精製しなく
てもよい。このため、隔壁２４は、万一１又は２以上のオリフィスが突き通し後に詰まっ
た場合に、予備的手段として２以上のオリフィス２６を有していてもよい。
【００４６】
　オリフィス２６の径は非常に小さく、例えば開口状態にあるときに０．１から０．５ｍ
ｍのオーダーである。これにより、カートリッジ内での食用物質の非常に良好な保存が保
証されるとともに、抽出段階が終了したときに抽出された飲料がカートリッジから漏出す
るのが防止される。
【００４７】
　抽出された飲料を隔壁を通して押し出すことは、カートリッジがエスプレッソコーヒー
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を抽出するのに使用されるとき、クレマの濃度と安定性を大いに増加することが分かった
。この効果は、隔壁２４のような比較的軽量で単純な性質の手段との一体化により、エス
プレッソコーヒー飲料の品質を特徴付ける重要な効果を達成することができるので、非常
に有利なことである。
【００４８】
　さらに、カートリッジが一般に廃棄可能なものであるため、抽出されたエスプレッソコ
ーヒーが、公知のエスプレッソコーヒー製造装置に比べて、常に最高の品質のクレマの層
を有することが保証される。公知のエスプレッソコーヒー製造装置では、クレマの形成を
促進する装置が装置自身の部品であり、非常に多くの抽出過程に使用され、抽出されたコ
ーヒーの品質を時間の経過とともに必然的に劣化させていた。
【００４９】
　隔壁２４は、カップポート６内で径方向における液密シールを保証するように大きさが
決められている。このために、隔壁の径は、カップポートの内径に等しいか、大きいこと
が好ましい。隔壁２４の側面の回りには、液密シールを最適化するために、環状リブ２７
が有利に設けられている。
【００５０】
　本発明を逸脱することなく、バルブ手段が弾性隔壁のみでサポートを有しないようにす
ることは、当業者には分かることである。
【００５１】
　カップポート６内でバルブ手段２２を固定するために、環状サポートは、カップポート
の内面に設けられた環状凹部２９と係合する半径方向拡大領域２８を有することが好まし
い。
【００５２】
　明らかであるが、バルブ手段２２は当業者の理解できる範囲にある種々の方法でカップ
ポートに固定してもよい。例えば、歯－穴又はねじカップリングを代案として設けてもよ
い。
【００５３】
　しかしながら、前述したようなスナップ嵌合カップリング２８，２９は、カートリッジ
の製造を大いに単純化するので好ましい。
【００５４】
　特に、カップベースと反対にあるカップポートの開口端の径は、カップポートの内径に
ほぼ等しい。したがって、そのような径は、カートリッジの外側から直接カップポート６
の中にバルブ手段を挿入することができるような大きさであるが、拡大領域２８における
サポート２５の径のために、バルブ手段をカップポートに挿入したとき、カップポート又
はサポート２５のいずれかの小さな弾性変形が生じる。
【００５５】
　しかしながら、この配置は、バルブ手段の挿入がカートリッジへの食用物質の充填のよ
うな他の製造作業と独立に行えるため、カートリッジの製造をスピードアップする。さら
に、突出するカップポートが自動装置により容易に取扱うことができ識別できるので、カ
ートリッジの外側からのバルブ手段の挿入が簡単である。
【００５６】
　本発明のさらに好ましい特徴は、安全キャップ２３である。これは、同じキャップ２３
の２つの異なる実施形態を示す図３及び６を参照して以下に説明する。これらの図におい
て、同一参照符号は同一部品を示す。
【００５７】
　キャップ２３は、ほほＵ字形断面を有し、ベース３０、ほぼ円筒形の側壁３１、外方に
口広げされたリム３２を有する。
【００５８】
　少なくとも１つの環状リブ３３（図３）又は、さらに好ましくは、２つの環状リブ３３
ａと３３ｂ（図６）が、カップポート６の対応する外部環状リブ３４と係合ために、側壁
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３１の内面に設けられている。これにより、カートリッジ１の製造中に、カップを容易に
カップポート６に取り付けることができる。リブ３３ａと３３ｂは、側壁３１の内面の上
方位置に設けられ、これにより、図１に示すようにキャップ２３がカップポートに取り付
けられたときにリブ３４よりもカップベースに近くなり、飲料抽出段階で下方リブ３３ｂ
がカップポートのリブ３４に当接することができるようになっている。キャップ側壁３１
の内面の２つ又は多数のリブの手段は、飲料の抽出中の過度の圧力の場合にカップポート
６へのキャップ２３の安全な固定を許容するので、好ましい。リブ３３ａのような上方リ
ブは、下方リブ３３ｂにより与えられる固定が偶発的に役に立たなくなりその結果として
キャップ２３が低下した場合に、キャップがカップポートに固定されるのを維持する。
【００５９】
　明らかではあるが、カップポートの対応するリブ３４と係合する代案の固定手段として
、１又は２以上の凹部をキャップの側壁３１の内面に設けてもよい。同様に、キャップの
内面３１に設けられた対応するリブと係合するために、１又は２以上の凹部をカップポー
トの外面に設けてもよい。
【００６０】
　キャップをカップポートに固定するための任意の他の代案の手段を設けることができる
ことは明らかである。例えば、キャップは、従来の超音波接合技術を使用して、カップポ
ートの外面に接合してもよい。
【００６１】
　キャップ２３は、外側壁３１と同軸にベース３０から突出し、ベースの第１領域３６と
第２環状領域又は環域３７を規定する内部円筒壁３５を有する。環状領域３７は、抽出さ
れた飲料の通過を許容する底開口３８を有する。キャップ開口３８はキャップとカートリ
ッジの中央軸に対して半径方向に移動されていることに注意すべきである。
【００６２】
　抽出された飲料がキャップ２３を通過できるようにするために、２以上の底開口３８を
設けることができる。例えば、約３０°の角度のある開口を有する４つの開口を環状領域
に含めてもよい。さらに好ましくは、複数の開口３８を設ける場合、その開口は互いに隣
接するように配置することが好ましい。
【００６３】
　一つの開口３８を有するキャップは、低流量の抽出されたコーヒー飲料（「イタリアン
」エスプレッソコーヒー）例えば毎秒約０．５－１．５ｇの重量のエスプレッソコーヒー
飲料にとって好ましい。
【００６４】
　この代わりに、複数の開口３８は、高流量の抽出された飲料例えば毎秒約１．５ｇ以上
の重量のコーヒー飲料にとって好ましい。
【００６５】
　内壁３５は、好ましくは、キャップをカートリッジのカップポートに装着したときに隔
壁２４のサポート２５に当接するような大きさであり、内側円筒壁３５により囲まれた容
積の内側から外側への抽出された飲料の通過を許容する少なくとも１つの垂直開口３９を
有する。特に、開口３９は、ベースの第１領域３６、内壁３５、サポート２５及び隔壁２
４に包囲された第１チャンバを、キャップベースの第２環状領域３７、内側壁３５、サポ
ート２５及びカップポート６の少なくとも１つの側壁又はキャップの外側壁３１に包囲さ
れた第２チャンバに接続している。
【００６６】
　本発明の特定の実施形態によると、図６に示すように、２つの半径方向に向けられた垂
直壁３８０が設けられ、これらの垂直壁３８０は、キャップの底開口３８の両側で、第２
環状領域３７内のキャップベースから突出している。垂直壁３８０は底開口３８に向かう
飲料の通過を妨げない高さを有している。
【００６７】
　上から予期されるように、キャップ２３が２以上の底開口３８を有する実施形態では、
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底開口３８は、環域３７内で互いに隣接している。この場合、底開口３８は垂直壁３８０
と交互になることが好ましく、また内壁３５は隣接する底開口３８が配置されている領域
と反対側の位置に１つの垂直開口３９のみを有することが好ましい。
【００６８】
　キャップ２３は、多くの有利な機能を有している。キャップの第１機能は、飲料の流出
を調整する緩衝手段として作用することである。特に、抽出段階で、オリフィス２６を通
過する飲料がキャップの中央領域３６に当たり、開口３９によって環状チャンバに向かっ
て導かれる。そして、飲料はキャップの底開口３８に向かって搬送され、最終的に飲用の
外カップに収集される。壁３８０は、飲料のさらに安定した垂直流れを有利に許容してい
る。
【００６９】
　また、キャップ２３は、バルブ手段２２をカップポート６内に保持する追加の安全手段
であり、飲料抽出中にバルブ手段がカートリッジから偶発的に脱出するのを防止している
。カップポートの内面へのバルブ手段２２の固着は、キャップの作用により回避される。
【００７０】
　キャップ２３はカートリッジに対して角度的に方向を決めることなくカートリッジに装
着することができることに注意すべきである。さらに、カップポート６の回りの周フラン
ジ１５の手段は、ユーザが手でキャップ２３を取り外すのを困難にしている。
【００７１】
　カートリッジ１とキャップ２３は、好ましくは、ポリプロピレンで形成され、公知の射
出成形技術を使用して製造される。いずれにしろ、このカートリッジは本発明による任意
のカートリッジと同様に、他の熱可塑性材料例えばＰＥＴ；エラストマー熱可塑性材料又
はＴＰＥ、例えばＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ、すなわち不織ＥＰＤＭとポリプロピレンの混合
物；熱硬化性複合材料、例えばポリエステル；ゴム又はエラストマー、例えばシリコン又
はＭＶＱ；ポリラミネート熱可塑性材料、例えばＰＥ、ＰＥＴ、ＰＶＤＣで形成された複
合シート；アルミニウム；他のポリラミネート材料、例えばＰＥ、ＰＥＴ、アルミニウム
で形成された複合シートのような任意の材料で形成してもよい。
【００７２】
　好ましくは、環状サポート２５はポリプロピレンで形成され、隔壁２４はＬＡＰＲＥＮ
ＥのようなＳＥＢＳゴム（スチレン－エチレン/ブチレン－スチレン）で形成される。こ
れらの間の強固な結合を保証するために、隔壁２４はサポート２５に直接成形される。
【００７３】
　図１で説明したもののような例示的カートリッジの本体は、例えば、３０－３５ｍｍの
高さと、３５－４０ｍｍの幅であり、蓋ポートとカップポートは約７－８ｍｍの高さと、
８－１０ｍｍの幅である。しかしながら、当業者は、本発明によるカートリッジのサイズ
は飲料抽出装置の構造と抽出要求によって異なるものであることを容器に理解することが
できる。
【００７４】
　図５を参照すると、本発明によるカートリッジに適した抽出アセンブリは、エスプレッ
ソコーヒー製造装置に接続可能なサポートを有する。サポートは、好ましくは、抽出アセ
ンブリを飲料抽出装置の水注入管に接続するコネクタ部材４１と、バヨネットホルダ４２
とから構成されている。バヨネットホルダ４２は、底開口端を有する。この底開口端の上
に、公知のガイドがグリップハンドル（不図示）を備えたフィルタホルダ４３とバヨネッ
ト結合するために設けられている。
【００７５】
　コネクタ部材４１のベースは、飲料抽出装置の水出口（インジェクタ）に接続可能な中
央突出入口ポートと、ベースの反対側に環状カートリッジエジェクタを収容する円形凹部
とを有する。円形凹部は、フィルタホルダがバヨネットホルダ４２から取り外されたとき
に、フィルタホルダ４３の内側にカートリッジを保持するのに使用される。特に、エジェ
クタ４８をカートリッジのリム１０に向かって押し付けるのに、螺旋スプリング４９が設
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けられ、これによりエジェクタとカートリッジの間の小さな接触面を残している。
【００７６】
　本発明によるカートリッジが装着される飲料抽出装置の容器又はフィルタホルダは、好
ましくは、カップ部の外部形状に嵌合して相補するように内部が形成されている。特に、
容器又はフィルタホルダ４３は、円筒形の内部形状を有し、カートリッジのフランジ１５
がスライドして嵌合する環状溝４４を有する。さらに、容器又はフィルタホルダは、その
底部にカップポートとキャップ２３を挿入することができる開口を有し、これにより、抽
出された飲料はフィルタホルダの内面を包むことなく、外カップに直接流出することがで
きる。カートリッジをフィルタホルダ４３に設置すると、キャップ２３のフランジ３２が
フィルタホルダ４３の底開口の端領域に有利に当接し、これにより飲料抽出段階で、キャ
ップがカートリッジベースに対して保持され、強固に固定される。飲料抽出段階でカート
リッジベースの曲げを回避するために、（図５に示すように）フィルタホルダベース又は
カートリッジベースのいずれかに突起を有利に設けてもよい。
【００７７】
　ノズルアセンブリは、抽出アセンブリのコネクタ部材４１の入口部内に、フィルタホル
ダ４３内のカートリッジ容器と同軸の関係で装着されている。ノズルアセンブリは、中空
ノズル本体４５と、該ノズル本体４５の内面に固定的に装着された突き通し部材又は針４
６とを有している。このノズルアセンブリの配置により、フィルタホルダ４３をバヨネッ
トホルダ４２に固定すると、カートリッジの蓋ポートは針４６によって突き通される。
【００７８】
　ノズルアセンブリはさらに、その上部に、バルブ４７を有する。このバルブ４７は、図
５に示すように、バルブ４７を閉塞位置に維持するスプリングの作用により、抽出装置の
水インジェクタとノズルアセンブリとの間の通路を常閉する。バルブ４７は、飲料抽出段
階で、インジェクタからの水の流入により、下降することができる。
【００７９】
　有利なことに、コネクタ部材４１にナット５１が装着され、ノズルアセンブリを包囲し
、Ｏリングの収容部を規定している。Ｏリングは、ノズルアセンブリと同軸で、カートリ
ッジの蓋ポート１３の外面に半径方向に当接し、これにより流入水が抽出チャンバ内に浸
透し、内部部品と外部アセンブリの表面を汚染するのを防止している。ナット５１は、ま
たカートリッジの蓋部のベースの支持面を規定し、カートリッジ内の圧力による蓋部の曲
げの可能性を防止している。
【００８０】
　以上にように、本発明が提供された狙いと目的を満たすことを示した。明らかに、本発
明によるカートリッジと抽出アセンブリへのいくつかの修正は、明らかであり、本発明の
範囲から逸脱することなく、当業者により容易になされる。したがって、請求の範囲は図
示し又は説明した実施例に限定されるべきでないが、当業者に均等であると扱われる全て
の特徴を含む、本発明に存在する特許可能な新規な特徴の全てを包含するものである。
【００８１】
　請求の範囲に述べられた技術的特徴は参照符号を付しているが、これらの参照符号は単
に請求の範囲の理解度を向上する目的のために含まれている。したがって、このような参
照符号は、各要素の解釈について何ら限定効果を有するものではなく、例示的に識別する
ものである。
【００８２】
　本出願が優先権を主張するヨーロッパ特許出願第０５０２０５２５．１号は、参照する
ことでここに組み入れる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明によるカートリッジの軸方向に沿って取られた正面断面図。
【図２】本発明によるカートリッジの分解斜視図。
【図３】本発明の実施形態によるカートリッジの隔壁及びキャップの分解斜視図。
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【図４】図１のカートリッジの接合領域の拡大図。
【図５】本発明によるカートリッジとともに使用する抽出アセンブリの断面図。
【図６】本発明によるカートリッジの安全キャップの第２実施例の破断図。
【符号の説明】
【００８４】
　１　カートリッジ
　２　カップ部
　３　蓋部
　４　食用物質
　７　ベース
　８　側壁
　９　リム
１３　蓋ポート
２２　バルブ手段
２３　安全キャップ
２８，２９　スナップ嵌合手段

【図１】 【図２】
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